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   新型コロナウイルス感染症に係る健康観察の実施について 

 新型コロナウイルス感染症につきまして，各家庭で健康観察を実施していただい

ておりますが，厚生労働省が「相談・受診の目安について」を改訂したことから，

健康観察カードについても変更しますので，下記のとおり対応をお願いいたします。 

記 

１ 健康観察について 

（１）学校から配付された健康観察カードを使って，検温等を含めたお子様の健康

観察を毎日（土日祝日も含む）行ってください。 

（２）平熱より明らかに高い熱がある場合や風邪症状がある場合は，自宅で休養さ

せてください。 

（３）お子様や御家族が新型コロナウイルス感染症にかかっている，またはかかっ

ている疑いがあることを把握した場合は，学校へご一報ください。 

 

 

 

 

 

２ 健康観察カードの提出について 

（１）毎朝，各家庭で健康観察カードに記入し，登校後，各学級担任へ提出させて

ください。 

（２）登校後，健康観察カードを忘れたことに気づいた場合は，教室に入る前に，

各学校の指定する場所に来室するようお願いします。 

３ その他 

（１）登校時はマスクを着用させてください。 

（２）登校後，発熱等の体調不良を確認した場合は直ちに連絡しますので，ご理解

ご協力をお願いいたします。 

（３）風邪等の症状により自宅で休養している間は，欠席扱いになりません。 

 

 

 

 【お問合せ】 

 印西市教育委員会指導課 

 電話 0476-33-4705 

【相談・受診の目安（厚生労働省ホームページより一部引用）】 

・息苦しさ（呼吸困難），強いだるさ（倦怠感），高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

・重症化しやすい方で，発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

・上記以外で，発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合 


